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小規模事業者持続化補助金事務局………………………………03-6634-9307《問い合わせ先》

近年の物価上昇や人材確保の観点から、従業員の賃上げに取り組む事業者を支援する制度が国により多数

用意されています。本記事では、主な制度とその賃上げ要件を紹介します。

制度の詳細や申請方法については、各問い合わせ先へ直接ご確認ください。

近年の物価上昇や人材確保の観点から、従業員の賃上げに取り組む事業者を支援する制度が国により多数

用意されています。本記事では、主な制度とその賃上げ要件を紹介します。

制度の詳細や申請方法については、各問い合わせ先へ直接ご確認ください。

近年の物価上昇や人材確保の観点から、従業員の賃上げに取り組む事業者を支援する制度が国により多数

用意されています。本記事では、主な制度とその賃上げ要件を紹介します。

制度の詳細や申請方法については、各問い合わせ先へ直接ご確認ください。

設備投資やDX推進を支援する上記補助金では、「賃上げ」への取り組みが非常に重要なカギとなっています。
申請する補助金や枠によって条件は異なりますが、ポイントは簡潔にまとめると以下の2点です。

1. 申請の「必須要件」になる「ものづくり補助金」や「省力化投資補助金（一般型）」では、「１人あ

たり給与支給総額 年平均＋3.5％以上」および「事業所内（事業場内）最低賃金を地域別最低賃金

＋３０円以上」の賃上げが申請の必須要件です。デジタル化・AI 導入補助金でも、申請額が１５０万

円以上の場合は必須となります。

2. 補助金により、補助上限額の大幅アップや審査の「加点」につながる 必須要件をさらに上回る「大

幅な賃上げ」を計画・表明することで、従業員数に応じて補助上限額が数百万円から最大、数千

万円引き上げられる特例があります。また、補助金により審査を有利にする加点項目や、補助率引

き上げ（1/2から2/3など）の要件にもなります。

制度のメリットを最大限に活かすためにも、自社の実態に合った無理のない賃上げ計画の策定と、各補助金
の公募要領の確認が重要です。

設備投資やDX推進を支援する上記補助金では、「賃上げ」への取り組みが非常に重要なカギとなっています。
申請する補助金や枠によって条件は異なりますが、ポイントは簡潔にまとめると以下の2点です。

1. 申請の「必須要件」になる「ものづくり補助金」や「省力化投資補助金（一般型）」では、「１人あ

たり給与支給総額 年平均＋3.5％以上」および「事業所内（事業場内）最低賃金を地域別最低賃金

＋３０円以上」の賃上げが申請の必須要件です。デジタル化・AI 導入補助金でも、申請額が１５０万

円以上の場合は必須となります。

2. 補助金により、補助上限額の大幅アップや審査の「加点」につながる 必須要件をさらに上回る「大

幅な賃上げ」を計画・表明することで、従業員数に応じて補助上限額が数百万円から最大、数千

万円引き上げられる特例があります。また、補助金により審査を有利にする加点項目や、補助率引

き上げ（1/2から2/3など）の要件にもなります。

制度のメリットを最大限に活かすためにも、自社の実態に合った無理のない賃上げ計画の策定と、各補助金
の公募要領の確認が重要です。

設備投資やDX推進を支援する上記補助金では、「賃上げ」への取り組みが非常に重要なカギとなっています。
申請する補助金や枠によって条件は異なりますが、ポイントは簡潔にまとめると以下の2点です。

1. 申請の「必須要件」になる「ものづくり補助金」や「省力化投資補助金（一般型）」では、「１人あ

たり給与支給総額 年平均＋3.5％以上」および「事業所内（事業場内）最低賃金を地域別最低賃金

＋３０円以上」の賃上げが申請の必須要件です。デジタル化・AI 導入補助金でも、申請額が１５０万

円以上の場合は必須となります。

2. 補助金により、補助上限額の大幅アップや審査の「加点」につながる 必須要件をさらに上回る「大

幅な賃上げ」を計画・表明することで、従業員数に応じて補助上限額が数百万円から最大、数千

万円引き上げられる特例があります。また、補助金により審査を有利にする加点項目や、補助率引

き上げ（1/2から2/3など）の要件にもなります。

制度のメリットを最大限に活かすためにも、自社の実態に合った無理のない賃上げ計画の策定と、各補助金
の公募要領の確認が重要です。

販路開拓や業務効率化の取組を支援する補助金で、賃上げに取り組む事業者向けの特例が設けられています。販路開拓や業務効率化の取組を支援する補助金で、賃上げに取り組む事業者向けの特例が設けられています。販路開拓や業務効率化の取組を支援する補助金で、賃上げに取り組む事業者向けの特例が設けられています。

賃金引上げ に 活用 できる主な 支援施策 のご紹介賃金引上げ 活用 支援施策

※多くの制度では賃上げ実施前の申請が必要です。原則として、すでに実施した賃上げは対象外となる場合があります
のでご注意ください。

1 生産性向上・省力化のための補助金

2 小規模事業者持続化補助金（賃金引上げ特例）

ものづくり補助金

補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より＋50 円以上とすることが要件です。通常

枠の補助上限 50 万円に加え、賃金引上げ特例で 150 万円が上乗せされ、最大 200 万円（インボ

イス特例併用で最大 250万円）となります。赤字事業者の場合は補助率が3/4に引き上げられます。

補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より＋50 円以上とすることが要件です。通常

枠の補助上限 50 万円に加え、賃金引上げ特例で 150 万円が上乗せされ、最大 200 万円（インボ

イス特例併用で最大 250万円）となります。赤字事業者の場合は補助率が3/4に引き上げられます。

補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金を申請時より＋50 円以上とすることが要件です。通常

枠の補助上限 50 万円に加え、賃金引上げ特例で 150 万円が上乗せされ、最大 200 万円（インボ

イス特例併用で最大 250万円）となります。赤字事業者の場合は補助率が3/4に引き上げられます。

賃上げ要件

デジタル化・AI 導入補助金 中小企業省力化投資補助金

ものづくり補助金事務局サポートセンター ………………………050-3821-7013

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業 コールセンター…………0570-666-376

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター …………………0570-099-660

《問い合わせ先》
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雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して 2.5％以上増加する見込みがある方が対象で

す。すでに賃上げを実施した事業者も対象に含まれます。各融資制度の貸付利率から 0.5％引き下げ

（貸付日から2年間）が適用されます。マル経融資にも適用可能です。

雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して 2.5％以上増加する見込みがある方が対象で

す。すでに賃上げを実施した事業者も対象に含まれます。各融資制度の貸付利率から 0.5％引き下げ

（貸付日から2年間）が適用されます。マル経融資にも適用可能です。

雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して 2.5％以上増加する見込みがある方が対象で

す。すでに賃上げを実施した事業者も対象に含まれます。各融資制度の貸付利率から 0.5％引き下げ

（貸付日から2年間）が適用されます。マル経融資にも適用可能です。

賃上げ要件

日本政策金融公庫　十三支店……………………………………06-6305-1978《問い合わせ先》

賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の融資の貸付利率を引き下げる制度です。賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の融資の貸付利率を引き下げる制度です。賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫の融資の貸付利率を引き下げる制度です。
5 賃上げ貸付利率特例制度（日本政策金融公庫）

※控除上限は法人税額の２０％。上乗せ措置として、教育訓練費の増加（＋10％）や子育て支援・女性活躍の認定（＋5％）があります。
中小企業は控除しきれない額を５年間繰り越すことが可能です。税務申告時に適用する制度のため、顧問税理士との確認が
重要です。

※控除上限は法人税額の２０％。上乗せ措置として、教育訓練費の増加（＋10％）や子育て支援・女性活躍の認定（＋5％）があります。
中小企業は控除しきれない額を５年間繰り越すことが可能です。税務申告時に適用する制度のため、顧問税理士との確認が
重要です。

※控除上限は法人税額の２０％。上乗せ措置として、教育訓練費の増加（＋10％）や子育て支援・女性活躍の認定（＋5％）があります。
中小企業は控除しきれない額を５年間繰り越すことが可能です。税務申告時に適用する制度のため、顧問税理士との確認が
重要です。

賃上げ要件と控除率（中小企業向け）

全雇用者の給与等支給額（前年度比） 税額控除率 上乗せ措置併用時

中小企業税制サポートセンター …………………………………03-6281-9821《問い合わせ先》

従業員給与を前年度より一定割合以上増加させた企業に対し、法人税等の税額控除を認める制度です。
令和 7年度から個人事業主も対象になりました。
従業員給与を前年度より一定割合以上増加させた企業に対し、法人税等の税額控除を認める制度です。
令和 7年度から個人事業主も対象になりました。
従業員給与を前年度より一定割合以上増加させた企業に対し、法人税等の税額控除を認める制度です。
令和 7年度から個人事業主も対象になりました。

3 賃上げ促進税制

1.5％以上増加

2.5％以上増加

増加額の 15％

増加額の30％

最大 30％

最大 45％

※市区町村による先端設備等導入計画の認定が必要です。対象設備の種類・取得時期にも要件があります。※市区町村による先端設備等導入計画の認定が必要です。対象設備の種類・取得時期にも要件があります。※市区町村による先端設備等導入計画の認定が必要です。対象設備の種類・取得時期にも要件があります。

賃上げ要件と軽減内容
雇用者給与等支給額の増加率 固定資産税の軽減措置

箕面市 企画部商工労働課 ………………………………………072-724-6727《問い合わせ先》

先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資について、賃上げを行う企業には固定資産税（償却資産）の課
税標準が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資について、賃上げを行う企業には固定資産税（償却資産）の課
税標準が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資について、賃上げを行う企業には固定資産税（償却資産）の課
税標準が軽減されます。

4 固定資産税の特例措置

1.5％以上増加

3.0％以上増加

課税標準を3年間 1/2に軽減

課税標準を5年間 1/4に軽減
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※初めての参加事業者様は、必ずまちゼミ担当者の事前説明を受けてください

➡➡
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箕面商工会議所 健康診断 令和 8年度 申込書は、当所HPよりダウンロード可能です！

平成 18年（2006年）4月2日～平成 19年（2007年）4月1日生まれ （20歳）
平成 13年（2001年）4月2日～平成 14年（2006年）4月1日生まれ （25歳）
平成  8 年（1996年）4月2日～平成  9 年（1997年）4月1日生まれ （30歳）｛お知らせで

ござる～
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箕面を元気にするために汗を流す箕面の商工業を生レポート！
伝統の技やご自慢の商品をタッキー 816みのおエフエムで発信！

生放送

毎月第１･３月曜日 
１１:００～ＯＡ

第１・第３月曜日の午前１１時から１５分間の生放送番組である
「ぐるぐる商タイム」。
会員企業様を訪問させていただき、事業や商品、時には出演者
様のお人柄までＰＲさせていただきます。話すのが苦手な方でも、
プロのレポーターとインタビュー形式なのでご安心ください。
皆様のご応募お待ちしております。

※箕面市外に事業所のある企業様はご出演いただけない場合がございます。

※予約状況によっては、ご希望の出演日がお取り出来ない場合がございます。

※ 商タイムとは、お店最大のウリ（こだわり、自慢、商品）です。

業　　種：就労継続支援B型事業所
住　　所：西小路3-4-28
Ｔ Ｅ Ｌ：072-776-2750
営業時間：9:00～17:00／定休日：土・日・祝

業　　種：システム開発
住　　所：吹田市豊津町2-11　第2喜巳ビル6F
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6310-6785
営業時間：9:00～18:00／定休日：土・日・祝

就労継続支援B型事業所として、軽作業を基盤に、ダンスなどの表現活動や、
自主製品の創作活動に取り組み、地域イベントにも出演されています。
女性のみが通う安心な場で、観葉植物の販売も行っています。

橋本茂社長率いる同社は、Web、制御システムの設計・開発、アプリ開発等、
ＩＴ関連サービスを展開。ＩＴが苦手なかたにも寄り添う支援を提供。ナチュラ
ル＆オーガニック商品のネットショップ「ヒクシポワタ」も運営されています。

仕事にできれば仕事にできればネット通販ネット通販

株式会社ゼロシス株式会社ゼロシス

“滝ノ道ゆずる” と本所の撮影チームが、毎月の表紙を飾るための撮影を行っています！

  「うちの店舗や事業所にも来てほしい！」
  「表紙に載ってみたい！」
そんな会員事業所の皆様の声をお待ちしています！
滝ノ道ゆずるが皆様の事業所にお邪魔して、撮影させていただきます♪

お申込みはコチラから →
https://forms.gle/aGzRuyHdLfUC6YfN6

情報誌 商工会議所「みのお」表紙掲載希望事業所を募集中！募集
す！

劇団 anon
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相談種別 相談員 相談日

法 律 弁 護 士 随時受付

税 務 税 理 士 随時受付

社会保険労務 社会保険労務士 随時受付

経 営 中小企業診断士 随時受付

商標・特許 知財支援アドバイザー 随時受付

時 間 午後１時～３時
場 所 箕面商工会議所 １階相談室

4月　金融相談日（要予約）

８日（水）／２２日（水）

事業所名 代表者 事業内容 所在地

①箕面市内で最近１年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている。
②常用従業員が２０人以下（商業･サービス業（宿泊･娯楽業以外）は５人以下）。
③６か月以前から箕面商工会議所の経営指導を受けている。
④納付すべき税金を完納している。（法人税・所得税・消費税・固定資産税・事業税・市府民税等）
⑤商工業者で、日本政策金融公庫の融資対象業種である。
※上記以外にも諸条件がございますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

ご
利
用
対
象
者

椅子張、クラフト

相続・介護の相談、農地転用の相談、
その他困った時の相談 

デジタルライフプランナー

不動産賃貸、売買仲介業、管理業、買取再販業

余部　真一

髙山　明希 

椅子張OUKA 外院

株式会社スマートライフストアーズ　
ピーシーデポスマートライフ箕面 BASE 今宮

吉富　幸夫行政書士吉富幸夫事務所 宝塚市

１０年以内
返済期間

無担保
！

無保証
！
保証金

ゼロ！

限度額２０００万円
※利率は経済情勢により変動することがあります。
利率…年2.40％（令和８年３月２日現在）

木又　正人株式会社 Vacant Housing 小野原東

訪問マッサージ橋口　宜央 リーフマッサージ治療院北大阪本院 彩都粟生南

中小企業向けの労務相談・労務手続代行・給与計算・
就業規則作成等。介護事業所向けの処遇改善加算等を
含む労務サポートにも対応 

酒井　妙子Ikoi－labo 社会保険労務士事務所 大阪市
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当店は化学溶剤を使わず、水
だけで洗うためドライの匂い
もなく体にも環境にも優しい
ウェットクリーニング専門店で
す。「海をまもる洗剤（エシカル
洗剤）」の量り売り販売中。

代 表 者：宮部 幸治
住　　所：箕面市稲 1-6-5
電話番号：072-734-1311
営業時間：月～金 9：30～ 19：00／土 9：30～ 17：00
定 休 日：日・祝

冨二屋クリーニング
　3月号の会報の「新入会員PRコーナー」で掲載い
たしました冨二屋クリーニング様のＰＲ記事の内容に
一部誤りがございました。
　関係者の皆様ならびにご覧いただいた皆様に、ご迷
惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
　正しいＰＲ記事を再度掲載させていただきます。
　今後は内容確認をより徹底し、再発防止に努めてま
いります。

【お詫びと訂正】
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2025 年 12月製造
　⇒賞味期限 2027年 12月
2025年 12月製造
　⇒賞味期限 2026年 12月
2025年 12月製造
　⇒賞味期限 2026年 12月

2025年 12月製造
　⇒賞味期限 2027年 12月
2025年 12月製造
　⇒賞味期限 2027年 12月
2025 年 12月製造
　⇒賞味期限 2027年 12月

今後これまで
手搾りゆず果汁１ℓ（冷凍）
　　会員価格：2,260 円（税込）

ゆず皮スライス 1㎏（冷凍）
　　会員価格：2,160 円（税込）
ゆず皮ペースト１㎏（冷凍）
　　会員価格：2,480 円（税込）

　「ゆず皮スライス」＆「ゆず皮ペースト」の賞味期限が２年になりました !
　これまで製造月から冷凍保存での賞味期限を１年としていましたが、食品検査の結果、２年に延長すること
となりました。「手搾りゆず果汁」はこれまで通りの賞味期限２年となります。今後も引き続き希少な地域資
源である実生柚子をできる限り広く活用していけるように工夫していきたいと思います。

「箕面の柚子」一次加工品

　会議所入口の「箕面の柚子」コーナーに設置している棚のスペースを「箕面の柚子」もしくは「滝ノ道ゆずる」
オリジナル商品を製造・販売されている各会員事業者さまのＰＲコーナーとして月額 500 円＋税（原則年間契
約）からご提供させていただくこととなりました ! 上中下段各４枠、合計１２枠の限られたスペースにはなりま
すので先着順で受付をさせていただきます。店舗で柚子商品を販売したいとご相談に来られる方、イベント
の景品や手土産などに柚子商品を購入したいとご相談される方が多くいらっしゃいます。そのような方々に向
けてぜひＰＲしていきましょう!
　　　　　　　　　　　お申込み・お問い合わせは072-721-1300もしくは
　　　　　　　　　　　右の二次元コードのメール、ヒサノ宛にお願いします。

4月～箕面の柚子＆滝ノ道ゆずる関連商品PRコーナーがスタートします！

　2026年度事業の中で、「箕面の柚子」など地域の特産物を使った商品を製造販売されている事業者さまと、
地元の卸・小売店とをつなぐ商談会を開催する計画を立てています。詳細が決まり次第、会報記事や封入チ
ラシでお知らせします。

① 2026 年 9月頃　開催予定
『商談会キックオフ＆販売促進マーケティングセミナー』

② 2027 年 1月下旬頃　開催予定
『製造販売事業者×卸小売事業者のための商談会＆名刺交換会』

予告「地産地消マッチングフェア in箕面」を開催します！
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企業の人材育成に検定試験を取り入れることで、ビジネスマンに
必要な知識を体系的に身に付けられます。IBT（インターネット経
由での試験）・CBT（テストセンターのパソコンで行う試験）方式
で曜日・時間・場所の制約が減り、よリ受験しやすくなった東商
検定をぜひご活用ください。

東京商工会議所の
検定試験

● SDGs 時代に取引先・顧客から選ばれるための環境知識が身に付く

● 安心・安全な住環境に必要な医療・福祉・建築の幅広い知識が身に付く

■SDGsへの対応や環境マネジメントで必要な社員教育として導入
■Webサイトや統合報告書等に検定合格者数を「目に見える成果」として
掲載、情報発信に活用

■環境、サステナビリティに対する高いリテラシーを持つ次世代の採用
PRに活用（人材確保）

■すべてのビジネスパーソン、学生
■サステナビリティ、CSR担当部署の方

活
用
方
法

● ビジネスシーンに活かせる実践的な色彩の知識が身に付く
■すべての業種・職種で欠かせないプレゼン資料やチラシ、HP作成の基
礎知識として社員に推奨

■デザイン部門、販売・接客、企画・設計、商品開発など人材育成プログラ
ムの一環として導入し、色彩の確かな理論や知識を現場で活用

■スタンダード：色彩の基礎知識を学びたいすべてのビジネスパーソン、
学生

■アドバンス：色彩の幅広い知識・応用力を学んでビジネスに活かした
い方

活
用
方
法

対
象

● 管理職に必須のマネジメント基礎知識が身に付く
■昇進前に学習・合格することで、管理職としての準備ができ不安や戸惑
いを軽減

■合格を昇格要件に設定し、知識や思考が一定のレベルに達しているこ
とを客観的に判断
■課長（係長）～役員までの共通知識を持つことで、コミュニケーション・
事業遂行の効率アップ

■管理職昇進前の方や新任管理職の方（係長～課長クラス）
■管理職を育てる立場の方（部長～役員クラス）

活
用
方
法

対
象

対
象

■介護・福祉・医療に関わるスタッフの基礎知識の習得やステップ
アップに
■病気や障がいなどクライアントの多様なニーズに応じた住環境を提案
■介護保険制度を使った住宅改修の理由書を作成（２級以上）
　※一部自治体によって要件が異なる場合があります

■３級：介護・福祉関係や建築関係を目指す学生、新入社員、若手社員
 の方（～社会人3年目）
■２級：業務の幅を広げたい、介護・福祉関係や建築関係に従事する方
 （社会人3年目～中堅社員）
■１級：まちづくりや福祉施設など介護・福祉に関する広範な知識を
 身に付けたい方（中堅社員～）

活
用
方
法

対
象

● コンプライアンス違反や法務リスクを未然に防ぐ法律知識が身に付く
■内定者や新入社員のコンプライアンス意識、法律基礎知識向上のため
必須化

■役職者も含めた人材育成プログラムヘの導入で企業全体のコンプライ
アンス強化、ガバナンス向上

■３級：学生、新入社員、若手社員の方（～社会人3年目）
■２級：法務部門勤務の方、部下を指導する中堅社員や管理職の方
 （中堅社員～役員クラス）
■１級：法務部門の上級職の方、複数の部署を統括する責任者の方
 （管理職～役員クラス）

活
用
方
法

対
象

※CBT方式は、
　利用料2,200円（税込）が
別途発生します。

アドバンス 7,700円
スタンダード 5,500円
受験料（税込）

※CBT方式は、
　利用料2,200円（税込）が
別途発生します。

２級 7,700円
３級 5,500円
受験料（税込）

※CBT方式は、
　利用料2,200円（税込）が
別途発生します。

２級 7,700円
３級 5,500円
受験料（税込）

※CBT方式は、
　利用料2,200円（税込）が
別途発生します。

7,700円

受験料（税込）

※CBT方式は、
　利用料2,200円（税込）が
別途発生します。

5,500円

受験料（税込）
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令和７年度広報委員会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうご
ざいました。さまざまな発信を通じて、青年部の魅力や想いを少しでも多く
の方にお届けできていれば幸いです。今後も青年部の活動が、より多くの
方に伝わり、さらなる発展につながるようにがんばってまいります。このペー
ジを楽しみに見ていただいた皆様、１年間本当にありがとうございました。

令和７年度　広報委員会メンバーより

北地区合同例会　『ＹＥＧ運試し決定戦』

箕面ＹＥＧ ４０周年について

令和８年度会長予定者
中西 勝哉くん

周年実行委員長
予定者

木下 伸雄くん

　２月２１日（土）、箕面 YEG・吹田 YEG・池田 YEG の三単会による北地
区合同例会を開催いたしました。本年度は、箕面 YEG が主幹を担当いた
しました。本例会では、箕面市が「宝くじ発祥の地」とされていることに
着目し、箕面らしさを取り入れた企画として「運試し決定戦」を実施いた
しました。性別・職業・知識・経験にとらわれることなく、参加者それぞ
れが自身の運のみを頼りに挑戦する内容とし、会場は終始活気に満ちた雰
囲気となりました。また、本企画を通じて、普段は交流の機会が限られて
いる他単会のメンバー同士が自然に親睦を深めることができ、北地区とし
ての一体感を醸成する有意義な例会となりました。今後も各単会が相互に
連携を図り、青年部活動のさらなる充実と地域経済の発展に寄与してまい
ります。

　周年準備室よりお知らせです!
　令和8年度に箕面商工会議所青年部が40周
年を迎えるにあたり、記念事業の準備が着々と
進んでおります。周年準備室の活動を少しご紹
介しますと、まず左記にあるように、ロゴマーク
が決まりました!
　スローガンである「Re:Connect」（リ・コネクト）
を取り入れたデザインとなっており、「YEGに関わ
りのある人々のつながりを再確認する」という想
いが込められています。また、周年特設WEBペー
ジの開設に向けて、過去の事業の写真を集めた
り、先輩諸兄姉から当時のお話を聞かせていただ
いたりしながら、今後の中期ビジョンの策定も同
時に進めておりますので、皆さま乞うご期待！この
周年事業という機会が、YEG を基点とした「絆」
に気づき、これからもがんばろうというエネルギー
を補充する機会になればいいなと思います!
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臨床美術セミナーを開催しました
　去る3月4日、臨床美術セミナーを開催しました。臨床美術を体験して、絵に対してこれまでとは180 度違うアプロー

チをし、新しい発見ができました。今までは上手に見えるかどうかを無意識に気にし、頭で組み立てながら描いていまし

たが、臨床美術では左脳で理屈をこねるのではなく、右脳で感じたままに手を動かし、色や質感、紙の上をすべるペン

の感覚に身を任せているうちに、自分でも驚くような仕上がりになりました。自分で考えていては決して描けなかったで

あろう形や色彩が現れ、完成した作品を見たとき、絵に対して愛おしさを覚えました。描いている時間はとても自由で、

心がゆっくりほどけていく感覚がありました。先生の声も心地よく、一緒に描いていた方々の絵もどれ一つ同じものはなく、

それぞれに世界観があって素敵でした。うまく描くことよりも、感じることの大切さを教えてもらえた、温かな体験でした。

今後の事業などについて皆様のご意見をお伺いする年に一度の総会です。 

たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

会員の皆様には、あらためてご連絡いたします。

日　　時 令和８年5月1４日（木）11：00～ 14:00 頃
場　　所 音羽山荘（箕面市箕面公園 1-3）

時　　間 総　会 １１：００～ 
懇親会 １２：００～

交通手段 現地集合

令和８年度箕面商工会議所女性会総会のご案内

臨床美術とは… 上手に描く技術ではなく、感じるままにのびのびと自由に描くことで心をほぐす右脳絵画です。
自分らしさ、自分の持ち味を発見することができ、また他の人の個性も感じとることができるようになり、
十人十色の面白さに気がつくアートプログラムとメソッドです。
全国に約3,000人の臨床美術士があらゆる現場で活躍しています。
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牧落で44年、コーヒーと人が集う場所

サイフォンで淹れた美味しいコーヒーの香りと共に

三世代が通う、地域の喫茶店

喫茶店から生まれたマルシェ「M’s Café の 1Day Shop」

喫茶セントポーリア

M’s Café
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みのおまちなか
相談レポート

『経営相談』って
どんなことを相談
すればいいモミ？

相談内容

経営指導員の対応

　新規のお客様に来店してもらうことは大切ですが、売上を安定
させるためには「再来店してもらえる関係づくり」が重要です。
一般的に、新規顧客を獲得するには既存顧客を維持するよりも
多くのコストがかかると言われています。これは、新規顧客の獲
得には既存顧客の維持の約 5 倍のコストがかかるとされる「1：5 の法則」として知られており、リピーターの存在は事業の安
定に大きく影響します。
　まず考えたいのは、お客様がなぜそのお店を選んで来店しているのかという点です。大型店やチェーン店は、品揃えや価格、
広告力などで多くのお客様を集める力があります。一方で、個人店の場合は同じ土俵で競争するのではなく、そのお店なら
ではの価値を伝えることが重要になります。商品やサービスへのこだわり、店主の人柄、店内の雰囲気などは、個人店だか
らこそ提供できる魅力です。
　また、個人店では大規模店では難しいような、きめ細やかなサービスを提供できることも強みの一つです。お客様一人ひと
りの好みや来店目的を把握し、その方に合った提案や対応を行うことで、お店への信頼感を高めることができます。
さらに、多くのお客様は商品やサービスを購入するだけでなく、その分野に詳しいお店だからこそ得られる専門的なアドバイス
や助言を求めて来店されている場合も少なくありません。お客様の目的や悩みを会話の中で丁寧に聞き取り、適切な提案を行
うことが再来店のきっかけにもつながります。
　こうしたコミュニケーションの積み重ねによって「このお店にまた来たい」と感じてもらえる関係づくりが可能になります。
当所では、新規顧客の獲得だけでなく、リピーターを増やすための顧客との関係づくりや店舗の強みの整理についての相談
にも対応しています。顧客づくりや販促方法についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

新規のお客様に来店してもらっても、なかなか再来店につながりません。
リピーターを増やす方法を知りたいです。

テーマ『リピーターづくりのポイント』

お問い合わせはこちら

中小企業振興課
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今月の　　 事業所は？表紙

左右それぞれ漢字２字の言葉が出来るように、リストから漢字を
当てはめてください。最後に、リストに残った漢字を組み合わせ
てできる３字熟語を答えてください。

答
え

リ
ス
ト

※R8.4月号から二字熟語交差パズルに変わりました。

（
ル
ー
ル
）

劇

所
穴 面

献

越
屋 昇

優

制
剣 攻

再

活
摂 育

先

新
草
期

場
生
上

動
学

激

作
流 向

雑

花
仕 履

一般社団法人MASH　“劇団 anon”
所 在 地：箕面市西小路 3-4-28
営業時間：月曜～金曜（祝日除く）
 9：00～17：00
☎ 072-776-2750
ダンス等の表現活動、色々なお仕事、モノづくり等を通じ
“自分らしさ”を大切にしながら地域に必要とされ、地域に
貢献できる事を目指す就労継続支援B型事業所です。


